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令和２年第３回杵築市議会定例会の開会にあたり、冒頭ひとこと挨

拶を申し上げます。 

はじめに、「令和２年７月豪雨」におきまして、九州北部では線状

降水帯が発生し、豪雨となり、熊本県をはじめ九州全域で大規模な災

害が発生しました。 

お亡くなりになられた方とそのご家族に哀悼の意を表すとともに、

被災された方々に対しまして、お見舞いを申し上げます。 

本市においても、７月５日から雨が降り始め、７月６日、８日、１

１日及び１４日には大雨警報が発表され、累計雨量は、杵築地域４８

０ｍｍ、山香地域４７０ｍｍ、大田地域４５０ｍｍが観測されました。 

これは本市のおおむね６月と７月、２か月分の平均降水量を合計し

た雨量になります。この豪雨により、道路や河川、農地や水路等に被

害が生じ、また、７月１１日には山香地域の平山区の溜池（仁田
に た

尾池
お い け

 

）に決壊の恐れがあったため、同地区に避難勧告を発令し、向野地区

コミュニティセンターに避難していだたきました。 

今回の豪雨被害としましては、公共土木施設は、道路が１３３か所、

河川なども合わせますと、合計１７５か所で被害を受け、農地・農業

用施設では、９０か所で被害が出ております。 

いずれも被害の総額などはまだ明らかになっていませんが、７月豪

雨の災害復旧関連予算は、総額約１０億７，１００万円となっており、

早期に復旧を行うため、７月３１日に専決処分を行ったところです。 

また、本定例会には避難所における感染予防対策としてのパーテー

ションの取得・配備するための関連予算を上程しています。これから

台風シーズンを迎えるに当たり、引き続き、防災・減災体制の強化は

もちろん、避難所の感染予防対策も取り組んでまいります。 

さて、新型コロナウイルス感染症につきましては、５月２５日に「 

緊急事態宣言」が全国で解除されて以降、新規感染者数は一旦落ち着

いていましたが、６月に県外への移動自粛が解除されてからは、国内
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でも市中感染が都市部へ、そして地方にも急拡大しています。 

このような中、本市でも７月３０日に感染者がはじめて確認されま

した。さっそく感染拡大を防ぐため、感染者が確認された当日に、「 

３密」の回避や「新しい生活様式」の実践と、感染が拡大している都

市部への移動の注意など、ウェブサイトやケーブルテレビ、防災ラジ

オなどを通じて一層の注意喚起を実施したところです。 

あわせて、感染拡大防止のため、本市直営の公共施設の利用を盆明

けまでの約２週間中止しました。 

市民の皆様には、引き続き、マスクの着用や、人と人との距離の確

保、手洗いの励行のほか、密閉、密集、密接の「３つの密」を避ける

など、「新しい生活様式」を徹底していただき、感染予防、感染拡大

防止にご協力いただきますようお願いいたします。 

今後は政府の示した「骨太の方針２０２０」にありますように「ポ

ストコロナ時代」を見据えて市民の皆様の「命を守る」ことに加え、

感染予防を徹底しながら、事業者の皆様の「事業継続」と「雇用」を

守ることが非常に重要となります。 

本市といたしましては、市内の店舗や飲食店における感染予防対策

の補助を行うことで、市民の皆様と事業者の皆様の安心・安全を支援

してまいります。 

さらに、市民の皆様には７月に販売を開始した「きつきＶ字回復プ

レミアム付商品券」をご利用いただき、「わが町で消費」を行うこと

で、市内の事業者を応援していただきたいと存じます。特に、「プレ

ミアム付商品券の飲食商品券」につきましては、追加で購入すること

ができますので、ご購入いただき、このコロナ禍で特に厳しい飲食店

の皆様をぜひ応援していただければと思います。 

また、飲食店の皆様におかれましては、感染予防対策を徹底してい

ただく意味で、先ほど申し上げた補助や大分県が進める感染症安全対

策について、ウェブサイト上で飲食店事業者の皆様が自己診断できる
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「安心はおいしいプロジェクト」サイト等を積極的にご活用いただき、

更なる感染予防対策の強化をお願いいたします。 

今後も、感染症の予防対策に万全を期しながら、社会経済活動の回

復に向け取組を進めるとともに、「新しい生活様式」を実践し、新型

コロナウイルスとの長期戦を、市民の皆様、事業者の皆様、行政が一

体となって乗り切ってまいりたいと存じますので、皆様のご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 

それでは、今定例会に提出いたしました諸議案等について、説明を

申し上げます。 
 
はじめに、議案第９４号から議案第１０６号までの、令和元年度杵

築市一般会計及び各特別会計並びに各公営企業会計歳入歳出決算につ

いて、説明を申し上げます。 
 
まず、議案第９４号 令和元年度杵築市一般会計歳入歳出決算につ

いて、説明を申し上げます。 
歳入総額２２５億８，５８８万５，２１３円に対して、歳出総額は

２２０億３，５０７万２，１８５円で、翌年度への繰越財源８，６１

５万８千円を差し引いた実質収支額は、４億６，４６５万５，０２８

円の黒字となっています。 
決算の概要を歳入から申し上げますと、歳入総額では前年度比１５．

８％増、３０億８，５９５万７千円の増額となっています。歳入のう

ち、市税については、３１億１，９５６万６千円で、前年度比５５万

円の増額のほぼ横ばいの状況です。地方交付税については、６６億９，

５３６万６千円で、前年度比７，６１４万円、１．１％の減額となり

ました。国庫支出金については、３３億９６９万１千円で、前年度比

８億１，７５４万１千円、３２．８％の増額となりました。これは、
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杵築中学校改築事業に伴う公立学校施設整備負担金が２億６，５９９

万９千円増額、学校給食センター改築事業に伴う学校施設環境改善交

付金が２億１，４６５万８千円増額、山浦地区コミュニティセンター

整備事業に伴う地方創生拠点整備交付金が８，４９０万３千円増額と

なったことなどが主な要因です。県支出金については、２１億９，０

９３万３千円で、前年度比５億３８９万円、２９．９％の増額となり

ました。これは、美濃崎漁港内に整備した荷捌き加工処理施設に伴う

沿岸漁業経営構造改善事業費補助金が１億５，９７３万７千円の増額、

活力あふれる園芸産地整備事業に係る補助金が１億５，５０５万７千

円の増額となったことが主な要因です。寄附金については、４億２，

２１５万１千円で、前年度比２億２，７６５万円、１１７％の増額と

なりました。ふるさと杵築応援寄附金につきましては、２億４，７１

６万８千円の大幅な増額となりました。繰入金については、１５億２，

９６６万２千円で、４，８１９万３千円、３．３％の増額となりまし

た。市債については、３１億４，３９４万４千円で、前年度比１３億

９，４６８万３千円、７９．７％の増額となりました。これは、投資

的経費の増額に伴う地方債の借入額が増加したことによるものです。 
次に、歳出について申し上げます。歳出総額では、前年度比３２億

６，２５１万９千円、１７．４％の増額となっています。これは、杵

築中学校改築事業、学校給食センター改築事業、ケーブルテレビ整備

事業のヘッドエンドシステム設置など投資的経費の増額が主な要因で

す。続いて、歳出を性質別に説明申し上げますが、性質別経費では、

一般会計とケーブルテレビ事業特別会計を合算した普通会計ベースで

説明申し上げます。人件費については、２９億９，２６６万６千円で、

前年度比２，５６２万９千円、０．８％の減額となりました。扶助費

については、３５億３，８３９万４千円で、前年度比９，７７３万９

千円、２．８％の増額となっています。子ども子育て支援、障害者自

立支援給付費が、それぞれ増額となっています。公債費については、
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２３億７，５３０万３千円で、前年度比８，６４８万２千円、３．５ 
％の減額となっています。物件費については、２７億７，５８１万６

千円で、前年度比１億５，２３０万４千円、５．８％の増額、積立金

については、７億９，１７４万３千円で、前年度比２億３，０４０万

９千円、４１．０％の増額となりましたが、ともに、ふるさと寄附金

特産品贈答事業の増によるものです。繰出金については、２２億８，

６４４万５千円で、前年度比７，３５２万２千円、３．３％の増額と

なっています。これは、介護保険特別会計繰出金が２，９９２万９千

円の増額、公共下水道事業特別会計繰出金が２，４３１万５千円の増

額となったことが主な要因です。普通建設事業費については、５５億

４，８０９万８千円で、前年度比３３億３５４万８千円、１４７．２ 
％の増額となっています。これは、杵築中学校改築事業、学校給食セ

ンター改築事業、ケーブルテレビ整備事業のヘッドエンドシステム設

置、沿岸漁業経営構造改善事業、山浦地区コミュニティセンター整備

事業など投資的経費の増額が主な要因となっています。 
以上、一般会計及び普通会計の決算について、その概要を申し上げ

ましたが、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、前年度と同じ１

００．９％となりました。経常収支比率が、２年連続１００％を超え

る事態となり、市民の皆様にはご心配をおかけしますが、将来に負担

を先送りすることなく、持続可能な行財政構造を確立するため、現在、

「緊急財政対策」を包含した「第４次行財政改革大綱」を策定中です。 
この大綱では、限られた経営資源により、未来を見据えた具体的な

行財政運営を抜本的に取り組むための計画を策定しているところです。

１２月の議会定例会にてお示ししたいと考えています。 
また、財政の健全化判断比率では、実質赤字比率、実質公債費比率

等全指標で基準をクリアしており、公営企業の資金不足比率について

も問題はありません。しかしながら、各指標とも前年度数値から悪化

しており、全会計にわたる財政健全化に努めてまいります。 
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次に、議案第９５号 令和元年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会

計歳入歳出決算については、歳入総額９億７，６１０万３，１１６円

に対して、歳出総額は９億６１９万６，６９５円で、翌年度への繰越

額が４，８８８万４千円あるため、実質収支額は２，１０２万２，４

２１円の黒字となっています。 
 
次に、議案第９６号 令和元年度杵築市国民健康保険特別会計歳入

歳出決算については、歳入総額３９億９，３０３万４，０４５円に対

して、歳出総額は３９億４６５万４，８２８円で、実質収支額は８，

８３７万９，２１７円の黒字となっています。 
 
次に、議案第９７号 令和元年度杵築市後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算については、歳入総額３億９，７５９万９，０５３円に対

して、歳出総額３億９，７１３万７，０５３円で、実質収支額は４６

万２千円の黒字となっています。 
 
次に、議案第９８号 令和元年度杵築市介護保険特別会計歳入歳出

決算については、歳入総額３９億２，６１１万８，７１２円に対して、

歳出総額３８億６，３３３万７，９１７円で、実質収支額は６，２７

８万７９５円の黒字となっています。 
 
次に、議案第９９号 令和元年度杵築市地域包括支援センター事業

特別会計歳入歳出決算については、歳入歳出総額ともに３，０４０万

２，１８３円となっています。 
 
次に、議案第１００号 令和元年度杵築市簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算については、歳入総額２億１，３３２万５，６５０円に対
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して、歳出総額は１億３，９５５万７，３０２円で、翌年度への繰越

額が８万円あるため、実質収支額は７，３６８万８，３４８円の黒字

となっています。 
 
次に、議案第１０１号 令和元年度杵築市農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算については、歳入総額１億９，１７７万１，３３９円

に対して、歳出総額は１億８，６０１万１，３３９円で、形式収支額

は５７６万円の黒字となりますが、全額翌年度への繰越財源であるた

め、実質収支額は０円となっています。 
 
次に、議案第１０２号 令和元年度杵築市公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算については、歳入総額７億５，１４６万７，２１８円に

対して、歳出総額は７億４，５３４万４，５４０円で、翌年度への繰

越額が５５万円あるため、実質収支額は５５７万２，６７８円の黒字

となっています。 
 
次に、議案第１０３号 令和元年度杵築市特定環境保全公共下水道

事業特別会計歳入歳出決算については、歳入総額２億３，７０６万２，

７８１円に対して、歳出総額は２億２，３０２万３，４７９円で、翌

年度への繰越額が１９４万４千円あるため、実質収支額は１，２０９

万５，３０２円の黒字となっています。 
 
次に、議案第１０４号 令和元年度杵築市水道事業会計決算ですが、

損益計算による収益及び費用については、水道事業収益３億９，６９

８万３０８円に対して、水道事業費用は３億６，７４０万８，８１１

円で、当年度経常利益は２，９５７万１，４９７円となり、これに特

別損失を差し引いた当年度純利益は２，３００万５，２５８円となり

ました。 
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資本的収入及び支出については、収入額９，００７万２，７３８円

に対して、支出額は２億４，１６２万４，６９６円で、不足する額は、

過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金、当年度分消

費税資本的収支調整額、減債積立金で補填いたしました。 
資本的支出のうち建設改良費については、配水管布設替工事等を行

い、４５０万円を翌年度へ財源繰越いたしました。 
 
次に、議案第１０５号 令和元年度杵築市工業用水道事業会計決算

ですが、損益計算による収益及び費用については、工業用水道事業収

益２，０６４万７，３８７円に対して、工業用水道事業費用は１，２

８０万７，３１９円で、当年度経常利益、当年度純利益ともに７８４

万６８円となりました。 
資本的収入及び支出については、収入額０円に対して、支出額は１，

３９５万１，３１１円で、不足する額は、減債積立金及び過年度分損

益勘定留保資金で補填いたしました。 
 

最後に、議案第１０６号 令和元年度杵築市立山香病院事業会計決

算ですが、損益計算書による収益及び費用については、病院事業収益

２８億２，０００万６，３５２円に対して、病院事業費用は２７億４，

３７１万７，８３１円で、当年度経常利益は７，６２８万８，５２１

円の黒字決算となりました。これに特別損益を差し引いた当年度純利

益は７，４６５万８，８８１円となりました。 
資本的収入及び支出については、収入額１億６，３４８万円に対し

て、支出額は２億４，１１０万１，０４１円で、不足する額は、過年

度分損益勘定留保資金で補填いたしました。 
 
以上、令和元年度各会計決算の状況について、説明を申し上げまし

た。 
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続きまして、議案第１０７号から議案第１１４号までの、令和２年

度各会計補正予算について、説明を申し上げます。 
 
はじめに、議案第１０７号 令和２年度杵築市一般会計補正予算（ 

第７号）について、説明を申し上げます。 
今回の補正は、令和元年度決算に伴う繰越金の計上のほか総務費、

民生費、衛生費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費に

おいて、４億２，９２１万７千円を追加補正し、補正後の予算総額を

２２３億９，０８２万９千円といたしました。 
主な補正の概要を、歳出から款を追って、説明を申し上げます。 
まず、総務費では、積立金として、前年度決算剰余金処分等に伴い

財政調整基金積立金２億３，３００万円を計上いたしました。また、

地域公共交通の安定的な運行及び市民の日常的な移動手段を確保する

ため、バス・タクシーの事業者に対する支援に要する経費１，３７０

万円、ケーブルテレビ使用料の支払いをコンビニ決済やキャッシュレ

ス決済に対応するため、ケーブルテレビ事業特別会計繰出金５５８万

８千円を計上しました。 
民生費では、令和元年度補助事業の精算に伴う国庫返還金等を計上

いたしました。また、杵築市山香地域出身の方からの指定寄附金１，

０００万円の積立金、新型コロナウイルス感染症の影響により、外出

自粛等による児童虐待のリスクが高まっていることを踏まえ、見守り

が必要な子どもがいる家庭等に対し、食事や食材の配達を通じて、子

どもや家庭の状況を把握するとともに、必要に応じて生活指導支援等

に要する経費８３１万３千円、生活保護者の生活習慣病の発症予防や

重症化予防を推進するため、健康課題を把握する健康管理支援準備に

要する経費２７５万円を計上いたしました。 
衛生費では、指定ごみ袋の販売代金から必要経費を控除した残額を
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環境対策基金に積立する経費５９２万円を計上いたしました。 
 農林水産業費では、新規就農者の負担軽減を図るため、小型農業機

械の導入の助成に要する経費７５万円、肉用牛農家が飼養環境の改善

による生産性の向上を図るための附帯設備や機械の整備に対する補助

に要する経費５９３万１千円、鍋倉ダム・石山ダムの施設改修に伴う

県施行農業土木事業に対する負担金１３８万１千円、杵築茶の産地維

持のため、製造・販売に係る機械設備、販路拡大経費に対する支援に

要する経費１，６２６万３千円、いちごハウスやホオズキハウスの新

設経費の助成に要する経費４，１７７万円を計上いたしました。 
土木費では、市道の維持補修工事に要する経費１，０００万円、出

原北地区の急傾斜地崩壊対策事業に要する経費７２５万円を計上いた

しました。また、橋梁・トンネル分を「社会資本整備総合交付金事業 
」から「道路メンテナンス事業」に組み替えました。 

消防費では、新型コロナウイルス感染症対策として杵築速見消防組

合に感染防止用品を日出町と共同で整備する経費６６９万８千円、避

難所で使用する物品を備蓄するため、棚及び搬出用具を購入する経費

５７５万５千円を計上しました。 
教育費では、大内小学校の職員室などの雨漏りによる防水補修工事

に要する経費１３４万２千円、自治公民館の改築の助成に要する経費

７４万８千円、太陽光発電事業者による山香町野原・広瀬地区太陽光

発電事業の実施において、新たに遺跡が発見されたために行う埋蔵文

化財発掘調査４４９万８千円を計上しました。 
最後に、人事異動等に伴い、各款にわたって、給与等人件費を調整

計上いたしました。 
以上、歳出について申し上げましたが、その財源は、地方特例交付

金、国県支出金、繰越金、諸収入、市債等です。 
 
次に、議案第１０８号 令和２年度杵築市ケーブルテレビ事業特別

10



 

会計補正予算（第２号）については、令和元年度決算剰余金処分に伴

うケーブルテレビ事業基金の積立とケーブルテレビ使用料の支払いを

コンビニ決済やキャッシュレス決済に対応するための経費の補正が主

なものです。 
 
次に、議案第１０９号 令和２年度杵築市国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）については、令和元年度決算確定に伴う繰越金の基

金積立や納付金、返還金等の確定及び基本健診保健指導委託料等の補

正が主なものです。 
 
次に、議案第１１０号 令和２年度杵築市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）については、決算に伴う調整が主なものです。 
 
次に、議案第１１１号 令和２年度杵築市介護保険特別会計補正予

算（第１号）については、令和元年度の決算確定に伴う基金積立金や

国庫支出金返還金等が主なものです。 
 
次に、議案第１１２号 令和２年度杵築市農業集落排水事業特別会

計補正予算（第１号）については、人事異動に伴う人件費の調整が主

なものです。 

 
次に、議案第１１３号 令和２年度杵築市水道事業会計補正予算（ 
第１号）については、人事異動に伴うの人件費の調整と水源さく井

せい

工事等が主なものです。 
 
次に、議案第１１４号 令和２年度杵築市下水道事業会計補正予算

（第１号）については、人事異動に伴う人件費の調整によるものです。 
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以上、令和２年度一般会計及び各特別会計補正予算について、その

概要を申し上げました。 
 
続きまして、条例議案について、説明を申し上げます。 
 
まず、議案第１１５号 杵築市税外収入金の督促手数料及び延滞金

徴収に関する条例の一部改正について、議案第１１６号 杵築市後期

高齢者医療に関する条例の一部改正について及び議案第１１７号 杵

築市介護保険条例の一部改正については、地方税法等の一部改正に伴

い、「特例基準割合」が「延滞金特例基準割合 」、 「猶予特例基準割

合」及び「還付加算金特例基準割合」として整理されたため、延滞金

に係る「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に改めるなど、所

要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第１１８号 杵築市市道の構造の技術的基準等に関する

条例の一部改正については、道路構造令の一部改正に伴い、自転車通

行帯を新たに定めるなど、所要の改正を行うものです。 
 
続きまして、一般議案について、説明を申し上げます。 
 
まず、議案第１１９号 財産の取得については、教育用タブレット

の購入に係る契約を締結することについて、杵築市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、

議会の議決を求めるものです。 
 
次に、議案第１２０号 杵築市過疎地域自立促進計画の変更につい

ては、「高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進を行う事業」及び「 
医療の確保を行う事業」を追加するため、過疎地域自立促進特別措置
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法第６条第７項の規定において準用する同条第１項の規定により、議

会の議決を求めるものです。 
 

次に、議案第１２１号 市道の路線認定については、大内駅
おおうちえき

東支線
ひがししせん

及び塩浜
しおはま

大内川
おおうちがわ

線
せん

の路線認定を行うため、道路法第８条第２項の規定

により、議会の議決を求めるものです。 
 
以上、提出いたしました予算議案２１件、条例議案４件、一般議案

３件について、説明を申し上げました。 
何とぞ、慎重審議のうえ、ご賛同いただきますようお願い申し上げ

ます。 
 
それでは、報告第３１号から報告第３４号までについて、説明を申

し上げます。 
 
まず、報告第３１号 令和元年度杵築市一般会計補正予算（第６号 

）の専決処分の承認を求めることについては、本年６月７月の豪雨に

より被災した農地施設・公共土木施設を早急に復旧する必要があった

ため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分しましたの

で、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるものです。 
 
次に、報告第３２号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づく健全化判断比率の算定については、同法第３条第１項の規定に

より、杵築市監査委員の意見を付けて議会に報告するものです。 
 
次に、報告第３３号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づく資金不足比率の算定については、同法第２２条第１項の規定に

より、杵築市監査委員の意見を付けて議会に報告するものです。 
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次に、報告第３４号 専決処分の報告については、本市が管理する

市道で発生した物損事故の道路損害賠償責任に関する示談について、

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分しましたので、同

条第２項の規定により議会に報告するものです。 
 
何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 
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